
経済センサス－活動調査の必要性 

 

 経済センサス－活動調査は、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」（平

成17年６月21日閣議決定）等に基づき、全産業分野における事業所及び企業の経済

活動を同一時点で網羅的に把握することを目的として実施する。 

 

＜具体的意義＞ 

（１）国民経済計算や産業連関表の基礎資料を得るため、原則として全産業をカバ

ーする一次統計の情報の整備を図る。 

（２）サービス経済化の進展に伴い、国民経済に占める第３次産業のウエイトが高

くなっているにもかかわらず、この分野の統計が不足しており、かつ、体系的

に未整備となっていることから、この分野の統計情報の整備を図る。 

（３）事業所・企業を対象とする各種統計調査に提供する標本調査のための抽出条

件、裾切り条件、母集団復元のためのベンチマーク情報等の母集団情報の整備

を図る。 

（４）産業ごとの統計では当該産業に係る経済活動の実態しか把握できない一方、

事業所・企業の経済活動が多角化していることから、経済活動の多角化に対応

した統計情報及び母集団情報の整備を図る。 

（５）県民経済計算・市民経済計算や地域産業連関表の基礎資料として、また、地

域の実情に応じてきめ細かな施策を展開していくための基礎資料として、地域

の経済活動に関する一次統計の整備を図る。 

（６）地方消費税の清算、中小企業振興のための補助金分配等の行政施策のための

基礎情報の整備を図る。 

別添２ 



1 
 

総務省統計局 

経済産業省調査統計部 

 

平成24年経済センサス‐活動調査の実施計画（案） 

 
 
１ 調査の目的・意義 

  経済センサス－活動調査は、経済構造統計を作成するために行う調査であり、

我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を全国及び地域

別に明らかにするとともに、事業所及び企業を調査対象とする各種統計調査の

精度向上に資する母集団資料を得ることを目的とする。 
 
＜具体的意義＞ 
（１）国民経済計算や産業連関表の基礎資料を得るため、原則として全産業をカ

バーする一次統計の情報の整備を図る。 

（２）サービス経済化の進展に伴い、国民経済に占める第３次産業のウエイトが

高くなっているにもかかわらず、この分野の統計が不足しており、かつ、体

系的に未整備となっていることから、この分野の統計情報の整備を図る。 

（３）事業所・企業を対象とする各種統計調査に提供する標本調査のための抽出

条件、裾切り条件、母集団復元のためのベンチマーク情報等の母集団情報の

整備を図る。 

（４）産業ごとの統計では当該産業に係る経済活動の実態しか把握できない一方、

事業所・企業の経済活動が多角化していることから、経済活動の多角化に対

応した統計情報及び母集団情報の整備を図る。 

（５）県民経済計算・市民経済計算や地域産業連関表の基礎資料として、また、

地域の実情に応じてきめ細かな施策を展開していくための基礎資料として、

地域の経済活動に関する一次統計の整備を図る。 

（６）地方消費税の清算、中小企業振興のための補助金分配等の行政施策のため

の基礎情報の整備を図る。 

 

２ 調査の法的根拠 

 統計法（平成19年法律第53号）に基づく基幹統計調査として実施する。 

 

資料２－２ 
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３ 統計の名称及び調査の名称 

 統計の名称：経済構造統計 

 調査の名称：平成24年経済センサス－活動調査 

 
４ 調査の期日 

 平成24年２月１日現在によって行う。 

 
５ 調査の対象 

  統計法（平成19年法律第53号）第２条第９項に規定する統計基準である日本

標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、以下の各号に掲げる事業所、

国の事業所及び地方公共団体の事業所を除く事業所（以下「調査事業所」）につ

いて行う。 

  ① 大分類Ａ－農業・林業に属する個人経営の事業所 

  ② 大分類Ｂ－漁業に属する個人経営の事業所 

  ③ 大分類Ｎ－生活関連サービス業、娯楽業のうち、小分類792－家事サービ

ス業に属する事業所 

  ④ 大分類Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）のうち、中分類96－外

国公務に属する事業所 

  
６．調査の流れ 

 (1) 調査員調査（単独事業所及び新設事業所） 

   総務大臣・経済産業大臣－都道府県知事－市町村長－指導員－調査員－調

査事業所 

   ※市には特別区を含む（以下同じ。）。 

 (2) 直轄調査（支社を有する企業及び特定の単独事業所） 

   総務大臣・経済産業大臣－調査事業所 

   総務大臣・経済産業大臣－都道府県知事－調査事業所 
   総務大臣・経済産業大臣－市長－調査事業所 

 
７ 調査の方法 

 (1) 調査員調査 

   調査員が担当調査区内の単独事業所（直轄調査の対象事業所を除く。）及び

新設事業所に調査票を配布し、回収する方法により行う。 

   ただし、積雪等で調査員による調査票の回収が困難と見込まれる地域（以
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下「積雪地域」）においては、調査員が調査票を配布し、市町村が郵送で回収

する方法により行う。 

 (2) 直轄調査 

   国が契約する民間事業者を活用し、本社一括調査の報告者である本所事業

所及び特定の単独事業所に対し、調査票を郵送で配布し、郵送又はオンライン

で回収する方法により行う。 
  ア 市直轄調査 
    本所及びすべての支所が同一市内にある従業者数30人未満の企業の事業

所 
  イ 都道府県直轄調査 

 本所及び大半の支所が同一都道府県内にある従業者数30人未満の企業の
事業所（上記アの事業所を除く） 

  ウ 国直轄調査 
    複数の都道府県内に支所を有する企業、複数事業所を有し従業者数30人

以上の企業の事業所及び特定の単独事業所（一定規模以上の製造業の単独

事業所及び純粋持株会社） 
   
８ 調査の実施期間 

  平成24年１月～３月 
  ただし、積雪地域においては平成23年12月～24年３月 
 
９ 調査事項及び調査票 

 (1) 調査事項 

   別紙１のとおり。 

 (2) 調査票 

  ア 調査票の様式 
    非ＯＣＲの単票形式（Ａ３判両面印刷二つ折り）の調査票 
  イ 調査票の種類等 
    別紙２のとおり。 
 
10 集計事項 

  別紙３のとおり。 
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11 調査結果の公表の方法及び時期 

 (1) 公表の方法 

   速報集計結果及び確報集計結果は、インターネット（e-stat）及び印刷物

により公表する。 

 (2) 公表の時期 

  ア 速報集計結果（産業共通事項に係る集計結果） 

    平成25年１月末 

  イ 確報集計結果（すべての調査事項に係る集計結果） 

    平成25年夏ごろから産業別に順次公表 

 
12 内閣府へのデータ提供 

  国民経済計算確報推計に用いる製造業のデータについては、直轄調査の範囲

内で優先的に整備し、平成24年10月を目途に内閣府に提供する。 



別紙１　

経営組織 電子商取引の有無及び割合 開設時期
資本金 　 自家用自動車の保有台数 従業者数 　　
決算月 　 土地・建物の所有の有無 主な事業の内容 　など
主な事業の内容 など 　

費用総額 租税公課
給与総額 など 【※１】
減価償却費　 　

注１）「建設業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「運輸業、郵便業」、「金融業、保険業」、「通信業、放送業、映像・音声・文字情報

　制作業」、「学校教育」、「郵便局」、「政治・経済・文化団体、宗教」

注２）単独事業所については、１企業１事業所であることから、企業単位、事業所単位の双方の事項を把握

＜企業単位で把握する事項＞ ＜事業所単位で把握する事項＞

存続企業 新設企業 存続事業所 新設事業所

＜売上高を事業所単位で把握可能な産業＞

―

従産業
売上高

産業小分類レベル
（建設業・サービス関連産業Ａ）

【※２】

主産業
売上高

産業小分類レベル

（
調
査
票
第
２
面

）

産
業
別
事
項

【※１】投入構造に係る事項
農林漁家等を除く全事業所・企業を対
象に実施する経済センサス－活動調査
において、記入負担の大きい投入構造
に係る項目を産業別に詳しく把握する
ことは結果精度の確保が困難であるこ
とから、付加価値の算出に必要な基本
的事項を把握

【※２】従産業の把握
主産業以外の産業を含めた産業大分類
別の売上高を把握するとともに、建設
業及びサービス関連産業については以
下の区分ごとに主産業と従産業の売上
高を詳細に把握
①建設業及びサービス関連産業Ａ（「電
気・ガス・熱供給・水道業」、「運輸業、
郵便業」、「通信業、放送業、映像・音
声・文字情報制作業」等）
②サービス関連産業Ｂ(「情報サービス業、
インターネット附随サービス業」、「不動
産業、物品賃貸業」、「学術研究、専門・
技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービ
ス業」、「生活関連サービス業、娯楽
業」、「その他の教育、学習支援業」等）

【※３】売上高以外の産業別事項
○既存統計調査を統合して把握する産
業においては、既存統計調査結果の継
続利用を確保するため、既存統計調査
の調査事項を原則踏襲
○上記以外の産業においては、既存統
計調査との重複是正を行わないため、
産業構造の把握や母集団情報の整備に
必要な基本的事項に限定して把握

産
業
共
通
事
項

（
調
査
票
第
１
面

）

基
本
事
項

経
理
事
項

売
上
高

産業大分類レベル産業大分類レベル

＜売上高を事業所単位で把握できない産業＞注１）

―

―
費
用

―

そ
の
他

設備投資　など

　　　平成24年経済センサス‐活動調査の調査事項の構成

その他 【※３】

付加価値
企業単位で把握した、売上高及び費用から下記の計算式
により算出
付加価値 ＝ 売上高－費用総額＋給与総額＋租税公課

左記で把握した企業全体の付加価値を当該企業の傘下事業所の
従事者数で按分し、事業所単位の付加価値を推計

主産業
売上高

産業細分類レベル

従産業
売上高

産業細分類レベル
（サービス関連産業Ｂ）　【※２】



種類 種類 企業調査票＜A３単票＞ 種類 事業所調査票＜A３単票＞

Ａ 農業、林業

Ｂ 漁業

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 2 17 事業所調査票（鉱業、採石業、砂利採取業）

Ｅ 製造業 3 18 事業所調査票（製造業）

Ｉ 卸売業、小売業 4
単独事業所調査票
（卸売業、小売業）
（個人経営者用）

5
単独事業所調査票
（卸売業、小売業）
（法人・団体用）

19 事業所調査票（卸売業、小売業）

Ｐ 医療、福祉 6 20 事業所調査票（医療、福祉）

Ｏ１ 教育、学習支援業（学校教育） 7 14 企業調査票（学校教育） 21 事業所調査票（学校教育）

Ｄ 建設業

F 電気・ガス・熱供給・水道業

Ｇ１ 情報通信業（ネット業種）

Ｈ 運輸業、郵便業

Ｊ 金融業、保険業

Ｒ１ サービス業（政治・経済・文化団体、宗教）

Ｑ１ 複合サービス事業（郵便局）

Ｑ２ 複合サービス事業（協同組合） 9 23 事業所調査票（協同組合）

Ｇ２ 情報通信業（非ネット業種）

Ｋ 不動産業、物品賃貸業

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業

Ｏ２ 教育、学習支援業（その他の教育、学習支援業）

Ｒ２ サービス業（政治・経済・文化団体、宗教を除く）

新設用 産業共通、本・支共通 12

Ｇ１　中分類「３７ 通信業」、「３８ 放送業」、「４１ 映像・音声・文字情報制作業」 Ｑ１　中分類「８６ 郵便局」

Ｇ２　中分類「３９ 情報サービス業」、「４０ インターネット附随サービス業」 Ｑ２　中分類「８７ 協同組合（他に分類されないもの）」

Ｏ１　中分類「８１ 学校教育」 Ｒ１　中分類「９３ 政治・経済・文化団体」、「９４ 宗教」

Ｏ２　中分類「８２ その他の教育、学習支援業」 Ｒ２　中分類「８８ 廃棄物処理業」、「８９ 自動車整備業」、「９０ 機械等修理業」、 「９１ 職業紹介・

　　　　　　　  労働者派遣業」、「９２ その他の事業サービス業」、「９５ その他のサービス業」

単独事業所 複数事業所企業

調査員調査 直轄調査

企業調査票
（建設業、サービス関連産業Ａ）

平成24年経済センサス‐活動調査調査票の構成

22
単独事業所調査票
（建設業、サービス関連産業Ａ）

1

13

単独事業所調査票（農業、林業、漁業）

産業分類

単独事業所調査票（学校教育）

10
単独事業所調査票
（サービス関連産業
Ｂ）（個人経営者用）

15

2411
13

8

単独事業所調査票＜A３単票＞

企業調査票

単独事業所調査票
（鉱業、採石業、砂利採取業）

単独事業所調査票（製造業）

単独事業所調査票（医療、福祉）

産業共通調査票

単独事業所調査票
（サービス関連産業
Ｂ）（法人・団体用）

単独事業所調査票（協同組合）

事業所調査票（農業、林業、漁業）16

事業所調査票
（建設業、サービス関連産業Ａ）

企業調査票

事業所調査票（サービス関連産業Ｂ）

別紙２



【速報集計】平成25年１月末公表

全
　
国

全
　
国

都
道
府
県

産業横断的集計

速報集計では
産業別集計は行わない
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数

　
従
業
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数

産業別集計
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業
等
に
関
す
る
集
計

小分類
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に
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す
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数
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等
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数
　
等
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数
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基礎調査 活動調査

速報集計では
産業別集計は行わない

 
売
上
高
等

 
費
用

 
付
加
価
値
額

　
売
上
高
等

市
区
町
村

別紙３

大分類

　
等

全
　
国

大分類

平成24年経済センサス‐活動調査の集計事項

小分類

事
業
所
に
関
す
る
集
計

企
業
等
に
関
す
る
集
計

基礎調査 活動調査



【確報集計】平成25年夏以降順次公表

等 等

１ 産業横断的集計

(1) 事業所数・従業者数等 

     基礎調査結果との比較が可能となるよう、原則、基礎調査の全表を作成 

     （ただし、経理事項を含めた全体の集計量を勘案し、段階的な公表を検討）  

(2) 売上高、費用、付加価値額等

     経理事項を集計している既存統計調査で共通的に集計されている分類事項を基に作成  

２ 産業別集計

(1) 鉱業､製造業､卸売業,小売業

     既存統計調査結果との比較が可能となるよう、原則既存統計調査の集計事項を踏襲

(2) その他の産業 

　　 既存統計調査の集計事項を参考に、基本的な結果表を作成

 
売
上
高
等

 
費
用

 
付
加
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値
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企
業
等
数

　
事
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数

全
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事
業
所
数
　
等

　
従
業
者
数

市
区
町
村

都
道
府
県

　

等

製造業
建設業，
ｻｰﾋﾞｽA

　
学
校
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入
額
　
等

　
1
企
業
当
た
り
出
荷
額

　
1
企
業
当
た
り
従
業
者
数

　
完
成
工
事
高
　
等

年
間
取
扱
件
数
　
入
場
者
数
　
等

事
業
区
分
別
収
入
額

商
品
販
売
額
　

サ
ー

ビ
ス
事
業
収
入

鉱
業
品
生
産
額
　

製
造
品
出
荷
額

サ
ー

ビ
ス
事
業

業
態
 

売
場
面
積
　
営
業
時
間
　
等

生
産
品
 
製
造
品

原
料
使
用
額
　
燃
料
使
用
額
　
等

市
区
町
村

学校教育

　
売
上
高
等

　
付
加
価
値
額

製
造
業

工
業
用
地
・
用
水
　
工
業
地
区
　
等

原
材
料
使
用
額
　
燃
料
使
用
額
　
等

小分類 小分類 建設業

小分類 細分類

全
　
国

　
事
業
所
数

　
従
業
者
数

　
事
業
所
数

　
従
業
者
数

都
道
府
県

産
業
編

品
目
編

鉱
業

産業横断的集計 産業別集計

　
サ
ー
ビ
ス
事
業
収
入

全
国
・
都
道
府
県
・
市
区
町
村

全
国
・
都
道
府
県
・
市
区
町
村

鉱業，製造業，商業，
サービス業，医療・福祉

 鉱業，製造業，
 商業，サービス業

商
業

サ
ー

ビ
ス
業

医
療
福
祉

産業特性事項

事
業
所
に
関
す
る
集
計

基礎調査

企
業
等
に
関
す
る
集
計

活動調査



基本計画との関係 

 
項目 具体的な措置、計画等 対応状況 

第２ 公的統

計の整備に

関し総合的

かつ計画的

に講ずべき

施策 
１ 統計体系

の根幹とな

る「基幹統計

の」の整備 
(3) 国勢統計、
国民経済計

算、経済構造

統計の重要

性 

平成 23 年度に実査する経済セン

サス‐活動調査については、国民経

済計算の精度維持を図るとの要請

から、関係府省間で当初に合意した

計画を変更せざるを得なかったこ

とに伴い、調査を実施するための条

件が相当程度悪化することとなる

ため、改めて企業会計事項などの調

査事項の簡素化等を含めた調査の

在り方について再検討を行う必要

がある。 

 

別紙のとおり 

別表「第３ 公

的統計の整

備を推進す

るために必

要な事項」 
１ 効率的な

統計作成 
(1) 行政記録
情報等の活

用 
ア 行政記

録情報等

の活用を

検討すべ

き統計調

査 

○ 経済センサス‐活動調査の母

集団情報の整備に当たり、厚生労働

省の協力を得て、同省が実施を予定

している「労働保険適用徴収業務の

業務・システム最適化計画」（平成

18 年３月 29 日厚生労働省情報政策

会議決定。平成20年３月19日改定）

等により提供される予定の労働保

険及び雇用保険の適用事業所情報

の活用を検討する。 

活動調査の名簿整備データとし

て、労働保険情報を活用すべく、厚

生労働省へ情報の提供を依頼してお

り、現在、厚生労働省において、デ

ータの提供（可能）項目や提供時期

等について検討を行っている。 

また、労働保険情報は、保険の加

入単位毎にデータが作成されてお

り、１事業所で作業場毎にデータ登

録されることがあるなど、調査上の

事業所の定義と一致しない場合も見

受けられることから、活用に当たっ

てはデータ精査が必要となるため、

総務省においてデータ検証を行って

いる。 

 

資料２－３ 



別紙

○記入負担の小さい非OCR調査票の採用

○事務負担の小さい単独事業所の調査に限定（企業調査は直轄調査）

○事業所からの照会対応事務の負担軽減（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙのｺｰﾙｾﾝﾀｰの設置）

○調査員活動開始時期の早期化（平成23年12月～）

○市区町村による調査票の郵送回収

○調査員の安全対策用品の拡充

○調査員調査と直轄調査に係る事務の輻輳回避（市直轄調査）

○事業所からの照会対応事務の負担軽減（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙのｺｰﾙｾﾝﾀｰの設置）

調査員事務の簡素化等に伴
う地方公共団体の事務負担
増加への対応

○調査票配布事務の簡素化（事業所ごとに異なる配布書類を国で封筒詰め・送付、新設事業所に
　は１種類の産業共通調査票を配布）

○直轄調査対象企業数の軽減（従業者数30人以上の企業を国直轄調査）及び民間活力の活用等
　による直轄調査に係る事務負担の軽減

○製造業の単独事業所についてはＳＮＡ確報推計の精度維持が可能な一定規模以上の事業所を
  直轄調査に含めて調査し、直轄調査の範囲内でＳＮＡ確報推計用データを早期に整備

積雪・寒冷期における必要
調査員数（約７万人）の確
保

調査員の事務負担
の軽減（調査事務
の簡素化等）

工業統計調査より約１か月
遅い調査の中でのＳＮＡ確
報推計用データの提供

積雪等で調査員の調査活動
が困難な地域における調査

特別な調査方法等
の適用

地方公共団体の事
務負担の軽減

確報推計に用いる
製造業データの限
定化による早期提
供

調査票の記入・回
収期間の確保

○調査票の記入期間を十分確保（２か月間）するとともに、企業の決算公表が終了する平成24年
　夏頃まで調査票の督促回収を継続

事業所・企業の繁忙期、確
定申告及び決算前の調査期
日における回答の確保

報告者負担の軽減

平成24年経済センサス-活動調査の実施計画の変更に伴う対応

○調査事項の簡素化（施工都道府県別元請完成工事高や学校収入の詳細内訳などの産業別経理事
　項等）

【 調査の円滑かつ正確な実施に向けた対応  】【 課 題 】



平成22年度
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　

直轄調査
（企業等）

（
製
造
業
デ
ー
タ

）

調査員調査
（単独・新設事業所）

（参考）

平成23年度 平成24年度 平成25年度

平成24年経済センサス‐活動調査の主要事務日程

(

調
査
期
日
 
２
月
１
日

)

経
済
セ
ン
サ
ス

‐
活
動
調
査

（
諮
問
・
答
申

）

統
計
委
員
会

調査票等の調査書類・用品の調達・発送

法令整備

確報集計結果の公表
＜平成25年夏ころから順次公表＞

産業横断的集計
及び産業別集計

名簿整備

（
産
業
横
断
的
集
計
）

〈
平
成
2
5
年
１
月
末

〉

速
報
集
計
結
果
の
公
表

調査票の入力・データチェック・集計等

統計調査員の選考・任命
統計調査員に対する説明

事業所の確
認、調査票の
配布・回収

調査票の
督促回収

各種関係団体等への協力依頼

広報

内
閣
府
へ
の
デ
ー
タ
提
供

調査票の記入内容の審査・疑義照会・訂正

政府調達手続
（５か月）

印刷・発送

本所・支所の所在地、事
業内容等の確認及び名
簿の更新

調査票の
配布・回
収

調査票の
督促回収

民間事業者との
契約手続（政府調
達手続５か月）



 

 

国及び地方公共団体の事業所に係る調査の取扱い 

 

 

１ 以下の観点を踏まえ、平成24年経済センサス－活動調査（以下「活動調査」）

においては国及び地方公共団体の事業所に係る調査（平成24年経済センサス－

基礎調査（以下「基礎調査」の乙調査）は実施しない。 

 (1) 国及び地方公共団体の事業所は、営利を目的としない事業所や受益者負担

による料金収入はあるものの運営経費の大半を一般財源に依存している事業

所がほとんどであり、収益（売上高）により経済活動を把握できる事業所は

一部地方公営企業等に限られている 

  (2) 上記公営企業等の経理事項については、地方公営企業法及び地方財政法に

基づく行政記録情報から入手できる 

  (3) 公の施設の指定管理者制度は民間企業等も含めて指定が受けられるように

法改正されてから一定の期間が経過し、民営事業所に係る調査から把握でき

る範囲が広がっている 

 (4) これまで事業所・企業統計調査において実施していた乙調査は、母集団情

報整備の必要性を勘案し、５年ごとに把握することとされており、基礎調査

から２年半しか経過していない時点では名簿情報としての優位性は劣化して

いないと判断できる 

  (5) 産業連関表や地方消費税の清算等の結果利用に際し、基礎調査で把握した

乙調査の結果を用いることで大きな支障が生じない 

  (6) 活動調査において乙調査を実施した場合、平成18年事業所・企業統計調査

以降の５年半の間に３回の調査を行うこととなるため、地方公共団体におけ

る事務負担が大きい 

  

２ 活動調査においては、全産業分野における経済活動を明らかにすることが求

められるため、結果利用に資する観点から、活動調査から得られる民営事業所

に係る結果に上記の行政記録情報から得られる結果及び基礎調査の乙調査の結

果を加えた参考表（従業者数、営業利益、付加価値を表章）を別途集計して提

供する。 

資料２－４ 



前々回調査
結果による
調査用名簿

前回調査
結果

課題：SOHO等の外観から把握が困難な事業所が増加

18年事業所・企業
統計調査結果

商業・法人登記簿
情報（ストック情報）

基礎調査
結果

（23年2月）

労働保険情報
（精査済）

商業・法人登記簿
情報（平成22年5月
までのデータ）

労働保険情報 活動調査用
名簿

（23年5月）

今回調査
結果

事業所・企業統計調査の名簿整備方法

経済センサスの名簿整備方法

精査

精査

平成24年経済センサス‐活動調査の名簿整備について

実査
（調査員巡回）
廃業・開業
情報を把握

前回調査
結果による
調査用名簿

実査
（調査員巡回）
廃業・開業
情報を把握

実査
（調査員巡回）
廃業・開業
情報を把握

商業・法人登記簿情報
（精査済）

データの照合
（重複）確認等

データの照合
（重複）確認等

（イメージ図）
資料２－５

基礎調査用名簿
(21年7月実施)

平成21年工業統計
調査結果

19年商業統計調査結果
18、19年工業統計

調査結果



【注１】 商業・法人登記簿情報については、平成21年７月以降四半期ごとに以下の手順で情報を精査。

　（平成22年３～５月登記（約３万件）のスケジュール。）

　　①　法務省より登記簿情報（新設、廃業等）を入手（６月末に入手）

　　②　名簿情報として必要な事業内容、従業者数、支所数などを法人に照会　（７月～９月）

　　③　照会結果のデータチェック及び事業内容からの産業分類格付（～１１月末）

　　④　平成21年経済センサス‐基礎調査、平成21年工業統計調査、商業・法人登記簿情報

　　　データの照合（重複）確認等（～５月）

　　　　 ※　各種データ間での表記に違いがあるため目視による人手の確認が必要

【注２】

平成24年経済センサス－活動調査（平成24年２月１日）

※直轄調査における企業に対する事業所の事前確認を平成23年６月頃から行うため、23年５月に名簿
を作成

労働保険情報は、保険の加入単位毎にデータが作成されており、１事業所で作業場毎にデータ
登録されることがあるなど、調査上の事業所の定義と一致しない場合も見受けられることから、活
用に当たってはデータ精査が重要。

平成24年経済センサス－活動調査の名簿整備について

平成21年経済センサス－基礎調査情報（平成21年７月１日）

平成21年工業統計調査情報
（平成21年12月31日）

商業・法人登記簿情報　【注１】
（平成21年７月～22年５月）

労働保険情報　【注２】

データの照合（重複）確認等【注１】
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